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規 則

北海道立自然公園条例施行規則及び北海道自然環境等保全条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８７号

北海道立自然公園条例施行規則及び北海道自然環境等保全条例施行規則の一部を改正
する規則

（北海道立自然公園条例施行規則の一部改正）

第１条 北海道立自然公園条例施行規則（昭和３３年北海道規則第７４号）の一部を次のように
改正する。
第２０条第７号中「海岸保全施設」の次に「（堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体
的に設置された樹林を除く。）」を加え、同条中第５９号の５を第５９号の７とし、第５９号の
４を第５９号の６とし、第５９号の３を第５９号の４とし、同号の次に次の１号を加える。
�の５ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第３章の規定によ
る防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
第２０条第５９号の２の次に次の１号を加える。
�の３ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第９条の２第１項
の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

（北海道自然環境等保全条例施行規則の一部改正）
第２条 北海道自然環境等保全条例施行規則（昭和４９年北海道規則第１４号）の一部を次のよ
うに改正する。
第１５条第１号ウ�中「海岸保全施設」の次に「（堤防又は胸壁にあっては、当該施設と
一体的に設置された樹林を除く。第１８条第２号において同じ。）」を加え、同号ウ�中
「施設」の次に「（樹林帯を除く。）」を加える。
第１９条第９号中ウをオとし、イをウとし、ウの次に次のように加える。
エ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第３章の規定による
防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

第１９条第９号アの次に次のように加える。
イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第９条の２第１項の
許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道病院事業条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８８号

北海道病院事業条例施行規則の一部を改正する規則
北海道病院事業条例施行規則（昭和４３年北海道規則第２７号）の一部を次のように改正する。
第６条第１項の表使用料の部産科医療補償加算料の項中「３０，０００円」を「１６，０００円」に改
める。

附 則

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。
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２ この規則による改正後の北海道病院事業条例施行規則第６条第１項の表の規定は、この
規則の施行の日以後の分べんに係る使用料について適用し、同日前の分べんに係る使用料
については、なお従前の例による。

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８９号

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則
北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和４３年北海道規則第４０号）の一部を
次のように改正する。
第５２条中「その他の給与」の次に「、報償費、旅費、役務費、委託料、著作権の使用料
等」を加え、「「給与」を「「給与等」に、「支払うべき給与」を「支払うべき給与等」に
改め、「の各号」を削り、同条第１号中「に係る所得税」の次に「及び東日本大震災からの
復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成２３年法律第
１１７号）に基づく源泉徴収に係る復興特別所得税」を加え、同条第６号中「給与」を「給与
等」に改める。
第７０条第１項中「給与」を「給与等」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第８０８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ ２０２台

２ 落札を決定した日
平成２６年１０月８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 富士ゼロックス北海道株式会社
� 住 所 札幌市中央区大通西６丁目１番地
４ 落札金額

２２，９０６，８００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年９月９日付け北海道告示第６１７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第８０９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
� パーソナルコンピュータ ４４台
� パーソナルコンピュータ １台
２ 落札を決定した日
平成２６年１０月８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大丸藤井株式会社
� 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地
４ 落札金額
� １０９，７２８円
� ２，８０８円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年９月９日付け北海道告示第６１８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第８１０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
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平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

認可年月日 土地改良区名

平成２６．１２．３ 月形土地改良区

同 ２６．１２．１０ 由仁土地改良区

北海道告示第８１１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（網
きよ

走南部西地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗渠排水、土層改良））事業の

土地改良事業変更計画を定めた。

その関係書類は、北海道オホーツク総合振興局に備え置いて、平成２６年１２月２４日から２０日

間、一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第８１２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指

定を解除する。

平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除に係る保安林の所在場所 河東郡士幌町字上音更西５線１７４の２・１７６の４・字中

音更西２線１７４の５・１７６の３（以上４筆について次の図

に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備

３ 解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝総合振興局産業振興部林務課及び士幌町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８１３号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ

た。

平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

上川郡上川町（次の図に示す部分に限る。）

かん

� 保安林として指定された目的 水源の涵養
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

旭川市・常呂郡置戸町・佐呂間町・紋別郡湧別町・
遠軽町・興部町（以上１市５町について次の図に示す
部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 次の森林については、主伐は、択伐による。
旭川市・置戸町・湧別町・興部町（以上１市３町について次の図に示す部分に限
る。）、佐呂間町、遠軽町

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

根室市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、旭
川市・上川郡上川町・常呂郡佐呂間町（以上１市２町
について次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
	 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
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（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８１４号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正し、平成２７年１月１日から施行する。
平成２６年１２月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項平取町農業協同組合の事項中「同 振内支所」を
「同 振内支所
同 貫気別支所」に改める。

道立旭川肢体不自由児総合療育センター告示

北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター告示第２５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年１２月１９日

北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター院長 岡 隆 治
１ 入 札 に 付 す 事 項
� 調達する物品等の名称及び数量
全身用コンピュータ断層撮影装置 一式

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
	 納 入 期 日 平成２７年３月３１日（火）
� 納 入 場 所 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
� 平成２５年北海道告示第３号又は平成２６年北海道告示第１１号に規定する物品の購入の資
格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
	 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。
� 特定保守管理医療機器の販売の許可を得ている者であること。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２６年１２月１９日から平成２７年１月２３日まで（日曜日、土曜

日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定
する休日、平成２６年１２月２９日から同月３１日までの日及び平成２７
年１月２日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７１－８１４２
旭川市春光台２条１丁目１番４３号
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター庶務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市春光台２条１丁目１番４３号

北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター ３階会議室
� 入 札 日 時 平成２７年１月３０日（金）午前１０時（送付による場合は、同月

２９日（木）までに必着）
	 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び	による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、北海道立旭川肢体不自由児総合療育センターのホーム
ページ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/asc/kyokuryotop.htm）
においてダウンロードすることができる。

８ 落札者の決定方法
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
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講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
１０ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、、�、�及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織
� 名 称 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター庶務課
� 所 在 地 郵便番号０７１－８１４２ 旭川市春光台２条１丁目１番４３号
	 電 話 番 号 ０１６６－５２－２１２６

１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : Computed Tomography 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M. January 30. 2015

(If mailed , bids must arrive no later than January 29. 2015)

Ｃ Contact : Asahikawa Centre for Disabled Children General affairs section Syunkou-dai 2-jo

1-choume 1-43, Asahikawa, Hokkaido 071-8142 Japan

Phone : 0166-51-2126

道 教 育 庁 教 育 局 告 示

北海道教育庁石狩教育局告示第１６７号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により一般競争入札
に参加する者に必要な資格を定めた。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年１２月１９日

北海道教育庁石狩教育局長 村 上 明 寛
１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成２６年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第２条第２号に規定する物品等の種類は、
	に定めるものとする。
� 契 約 平成２６年１２月１９日に一般競争入札の公告を行う石狩管内道立

学校で使用する電力の需給契約
� 資 格 電力の需給契約入札参加資格（以下「資格」という。）
	 物 品 等 の 種 類 電力
２ 資 格 要 件

平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、	及び�から�までによるほか、次による。
� 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項に規定する一般電気事業の許可を
受けている者又は同法第１６条の２第１項の規定による特定規模電気事業の届出を行って
いる者

� １の�に定める契約の開始日から送電をすることが可能である者
３ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２６年１２月１９日（金）から平成２７年１

月２７日（火）まで（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律
（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、平成２６年１２月２９日
から同月３１日までの日及び平成２７年１月２日を除く。）の毎日
午前９時から午後５時まで

� 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道教育庁石狩教育局のホームページ(http : //www.

dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ikk/）においてダウンロードするこ
とができる。

	 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

４ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからエ及び�、４の�及び	並びに５の�に
よる。
５ 資格に関する事務を担当する組織
� 名 称 北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室
� 所 在 地 札幌市中央区北３条西７丁目
	 電 話 番 号 ０１１－２０４－５８７２

北海道教育庁石狩教育局告示第１６８号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２６年１２月１９日

北海道教育庁石狩教育局長 村 上 明 寛
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び調達予定数量
石狩管内道立学校で使用する電力
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ア 基 本 料 金（契約電力１キロワット当たりの単価）
５１校 合計６，２３０キロワット

イ 電 力 量 料 金（使用電力量１キロワット時当たりの単価）
５１校 合計１４，２７６，７０９キロワット時

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
	 契 約 期 間 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２７年北海道教育庁石狩教育局告示第１６７号に規定する資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎５階共用会議

室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北
３条西７丁目 北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室）

� 入 札 日 時 平成２７年２月３日（火）午後２時（送付による場合は、同月
２日（月）午後５時までに必着）

	 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、北海道教育庁石狩教育局のホームページ（http : //

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ikk/）においてダウンロード
することができる。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
全ての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１
項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入札に限
る。）をした者のうち、入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞれの予定数量を乗じて
得た額の合計金額）が最低である者を落札者とする。
８ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を

講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
� 入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
入札書に記載する額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、消費税等を含めた価格（単価）を記載すること。

� 契約に関する事務を担当する組織
ア 名 称 北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室
イ 所 在 地 札幌市中央区北３条西７丁目
ウ 電 話 番 号 ０１１－２０４－５８７２

１０ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : Electricity to be used in Isikari

Prefectural School

ａ A basic charge per kW, The estimated electricity contract : 6,230kW

ｂ A unit price per kWh,The estimated electricity for the year : 14,276,709kwh

Ｂ Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., February 3, 2015

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M, February 2, 2015)

Ｃ Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Ishikari District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, kita 3-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo, 060-

8549, Japan

Phone : 011-204-5872

正 誤

○平成２６年１１月２１日（第２６３５号）
北海道警察本部告示第４９５号（交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区の
一部改正）中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
３１ 左 ２６
同 右 ６
誤 砥石
正 砥山
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